
非常勤職員（再乱用防止支援員）採用情報 

項 目 内     容 

職 種 再乱用防止支援員 

勤 務 先 厚生労働省東海北陸厚生局麻薬取締部調査総務課 

勤 務 地 名古屋市中区三の丸２－５－１ 名古屋合同庁舎第２号館１階 

募 集 人 員 １名 

職 務 内 容 

・薬物乱用経験者等に対する再乱用防止のための支援（電話での問い合わせへの対

応、面談及び支援計画等の策定等） 

・再乱用防止対策に関係する管内関係機関との連絡調整 

・再乱用防止対策に関する会議の運営事務等 

・その他、再乱用防止対策に関する事務 

募 集 対 象 

（１）応募資格 

次の①から③のすべてに該当する者。 

 ① 次のいずれかの資格を有する者。なお、薬物乱用に関する相談業務に従事し

た経験又は保護観察官としての実務経験を有することが望ましい。 

○ 精神保健福祉士 

○ 公認心理師 

○ 臨床心理士 

② パソコン（Word、Excel、PowerPoint）が支障なく操作できる者 

③ 心身ともに健康な者 

   

（２）応募できない者 

次のいずれかに該当する方は応募できませんので、ご了承ください。 

① 日本の国籍を有しない者 

② 国家公務員法第 38条の規定により国家公務員となることができない者 

○ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行

猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年

を経過しない者 

○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

③ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗 

弱を原因とするもの以外) 

任用予定期間 令和８年１０月１日～令和９年３月３１日 

勤 務 時 間 

８時３０分～１７時１５分まで（昼休み１２時００分～１３時００分） 

※業務の都合その他やむを得ない事情により、繰り上げまたは繰り下げる場合があ

ります。 

勤 務 日 

週３日または週２日 

※勤務曜日については相談に応じます。 

※業務の都合により、同意を得た上で、勤務日の追加・変更を行う場合があります。 

休日：土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 

給 与 等 

・日給：１６，６７０円～１７，０３０円（学歴及び職歴による） 

・手当に相当する給与：期末・勤勉手当、通勤手当 

※一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）及び人事院規則が

改正されることに伴い、日額及び手当に相当する給与を変更する場合があります。 

・社会保険について 

・週３日勤務の者：雇用保険加入、健康保険・厚生年金保険加入（ただし、健康



保険については国家公務員共済組合に加入） 

・週２日勤務の者：雇用保険適用なし、健康保険・厚生年金保険適用なし 

応 募 方 法 

次の応募書類を令和８年７月２７日（月）必着で下記応募先宛て郵送又は持参願い

ます。 

（１）履歴書（顔写真貼付、市販の履歴書可） 

・日中の連絡先（電話番号）を記入してください。 

・勤務日の希望（「週３日」または「週２日」）を記入してください。 

・職歴については（２）を別紙で作成してください。 

・左上余白に「再乱用防止支援員（麻薬取締部調査総務課）応募」と朱書き

してください。 

※封筒にも「再乱用防止支援員（麻薬取締部調査総務課）応募」と朱書き願

います。 

（２）職務経歴書（様式任意、パソコン作成可） 

   ・勤務期間、会社名、雇用形態、職務内容（役職等を含めた勤務実績）を 

詳細に記入してください。 

（３）資格等を証する書類（登録証（写）等） 

※書類選考の上、面接により合否を決定します。書類選考合格者には、令和８年７

月３０日（木）までに、面接日時等を個別にご連絡します。 

※応募書類につきましては返却いたしませんので、予めご了承ください（選考後、

当方で責任を持って廃棄いたします）。 

応 募 先 

〒４６０―０００１ 

 名古屋市中区三の丸２－５－１ 名古屋合同庁舎第２号館１階 

  東海北陸厚生局麻薬取締部 調査総務課 

  （連絡先：☎０５２－９５１－６９１１） 

 


